
基準利率 特別利率③

1.21%

0.56%

基準利率より
マイナス 0.65%

「経営革新計画」
という制度をご存知ですか？

利用できる主な支援措置

①日本政策金融公庫の特別貸付制度 ②信用保証の特例

③愛知県中小企業融資制度
（経済環境適応資金　パワーアップ資金）

１.４％以内

融資期間 利率
５年
７年

１０年

１.２％以内
１.３％以内

設備・運転
設備・運転
設備のみ

資金使途

例）中小企業事業・貸付期間５年以内
【平成 29 年３月 10 日実施】

○その他の支援措置
販路開拓支援
海外展開支援
特許料の減免制度 等
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詳しくはこちらまで！
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経営革新計画の承認は、
融資等を保証するものではありません

・融資を受ける場合には、経営革新計画の承認のほかに、
　各金融機関の金融審査を受けることが必要です。
・経営革新計画の申請先は本社所在地ですが、
　愛知県の融資制度については、県外の事業所は対象外です。

注意 !!  

一般保証枠とは別に「経営革新関連保証」がプラス！
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経営革新計画とは…
新たな取組にチャレンジする中小企業が、
経営計画を作り、愛知県知事の承認を受ける
ことで、特別貸付の適用や販路開拓支援など

様々な支援策につながる制度です。

・上記利率は、標準的な貸付利率です。適用利率は信用リスク等に
　応じて所定の利率が適用されます。

・ものづくり補助金（平成 28年度国補正）では承認企業は加点
　となりました。

・平成 29年４月１日現在
　（金利は年度途中でも改定されることがあります。）



一般的な申請手続きの流れ（窓口機関を利用した場合）
※お近くの窓口機関（商工会・商工会議所等）にお気軽にご相談ください。
　申請者から直接県に提出することも可能です。（その場合は県庁でヒアリングを行います。）

１部

書類 部数
申請書（代表者印付き）
直近２期分の決算書
定款の写し

２部
各１部

様式は県HPより入手

個人事業主は住民票が必要

備考

申請に必要な書類

経営革新計画について、相談・利用されたい方は、
お気軽にお問い合わせください。

愛知県 産業労働部 中小企業金融課
電　話：052-954-6332
 F A X：052-954-6924
メール：kinyu@pref.aichi.lg.jp

①県内全ての商工会・商工会議所
②公益財団法人あいち産業振興機構
③愛知県中小企業団体中央会
④愛知県産業労働部担当課室
まずは最寄りの商工会・商工会議所へ！

｝窓口機関
申請提出先

作成支援

１ 申請の相談
２ 新たな取組に
　 該当するか確認

３ 該当する旨を連絡

４ メール等で申請書案、
 　決算書２期分定款の写しを送付

６ 申請書一式を送付

５ 申請書一式での提出を依頼

７ 申請書一式を送付

８ 承認後、
　 承認書等を窓口機関に送付９ 承認書等を送付

事例

「新商品開発」
自社製品の販路拡大＆冬期向け新商品の開発

株式会社丸福繊維
　　　　　代表取締役 村瀬和男
　　　　　常務取締役 村瀬智之
　新商品「ぬくぬくヤケーヌ」の
開発・販売にあたり、常務を中心
にこの計画を策定し、特許審査請
求料の減免制度を活用しました。
　事業を円滑に引継ぐとともに社
員と目標を共有することができま
した。

「生産方法の改善」
高効率在庫管理システムの導入

株式会社大清
　　　代表取締役社長 大藪淳一
　計画の策定を通じて在庫管理シ
ステムを導入し、物流と在庫管理
の刷新を図りました。「勘と経験」
による経営からの脱却に成功し、
「コスト削減」と「業務効率化」
に大きな成果を上げることができ
ました。新商品「ぬくぬくヤケーヌ」 代表取締役社長 大藪淳一
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